
※記事の問合せは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ６月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。

   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。�

日　時　６月１６日（火）

　　　　午後１時～３時まで

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　７日　ほしこどもおとなクリニック　　　　　東松山市　　　24-0753

　　　　（小児科・内科・アレルギー科）

１４日　松山クリニック（内科）　　　　　　　東松山市　　　22-6955

２１日　石田医院（内科）　　　　　　　　　　川島町　 049-298-7517

２８日　いちごクリニック　　　　　　　　　　東松山市　　　36-1115

� （内科・小児科・胃腸科・アレルギー科）

     平成２７年度第１回里親入門講座のご案内

　私たちのまわりには、やむを得ない事情により、家族と暮らすことのできな

い子どもたちがいます。こうしたさまざまな背景を持つ子どもたちの家族とな

り、温かく成長を見守り育ててくれる里親さんを募集しています。そこで、里

親制度について理解していただくために「第１回里親入門講座」を開催します。

子育てや里親に関心のある方は、ぜひご参加ください。

日　時　７月５日（日） 午後２時～４時

場　所　川越児童相談所大会議室

内　容　　里親養育体験談　　里親制度説明　　個別相談

定　員　４０名（申込み順）  費　用　無料

申込み　６月１日（月）からお電話にて受付けます。

問合せ　川越児童相談所 　０４９－２２３－４１５２

　　　　　甲種防火管理新規講習
　比企広域消防本部では、消防法に定める防火管理者の資格を取得するための

講習会を次により開催します。

日　時　６月２５日（木）・２６日（金）の2日間

場　所　比企広域消防本部 講堂（東松山市上野本1300-1）

費　用　受講費５，０００円

資　格　防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監

　　　　督的な地位にある方（管内在住・在勤者優先）

【申込み方法】

　６月１５日（月）～１９日（金）午前８時３０分から午後５時までに受講費

を添えて消防本部予防課、または小川消防署指導係へ申込んでください。なお、

定員８０名になりしだい締め切らせていただきます。

（比企広域消防ホームページ掲載中）

【問合せ】

　比企広域消防本部 予防課 　２３－２２６８

　　　　　プレミアム付き物産観光券
「埼玉O・MO・TE・NA・SHI物産観光券」を販売します！

　埼玉県では、土産品の購入や県内の観光施設、旅館やホテルで使えるプレミ

アム付き物産観光券「埼玉O・MO・TE・NA・SHI物産観光券」を６月中旬に販

売します。５，０００円分を４，０００円で購入することができ、平成２８年１

月末まで県内各地で利用することができます。

　物産観光券は、お近くのローソン各店舗や大宮ソニックシティ２階「埼玉県

物産観光館そぴあ」などで購入することができます。

　土産品の購入や県内観光がお得になるチャンスです。ぜひ、ご購入ください！

問合せ  （一社）埼玉県物産観光協会 　０４８－８７１－６９８４

　　　　 http://www.saitama-omotenashi . jp

　 乳幼児歯科相談
 
日　時　６月１０日（水）

　　　　午前１０時～１１時３０分

場　所　保健センター

対　象　乳幼児とその保護者

内　容　育児相談、身体計測、歯科相

　　　　談、ブラッシング指導

　　　　紙しばい「フッ素ブクブク洗

　　　　口ってなぁに？」

　　　　フッ化物のお話

その他　当日は母子手帳をお持ちくだ

　　　　さい。あそびの教室も同時開

　　　　催していますのでぜひご利用

　　　　ください。

☆成人の方の歯科相談

　（９時３０から要予約）もあります

問合せ　保健センター 

　　　　　８２－１５５７

不法電波から暮らしを守れ！

　総務省では、６月１日から１０日ま

でを「電波利用環境保護周知啓発強化

期間」として、電波を正しく利用して

いただくための周知・啓発活動および

不法無線局の取り締まりを強化します。

　電波は暮らしのなかで欠かせない大

切なものです。電波のルールはみんな

で守りましょう。

問合せ　関東総合通信局

●不法無線局による混信・妨害

　　０３－６２３８－１９３９

●テレビ・ラジオの受信障害

　　０３－６２３８－１９４５

●地上デジタルテレビ放送の受信相談

　　０３－６２３８－１９４４


